
令和６年１２月１１日 

 
 所属各区剣道連盟会長 様 
 所属道場、団体指導者各位 様 

 
                               広 島 市 剣 道 連 盟  

会 長 松尾 厚弘 
  （公印省略） 

 

令和６年度 居合道・杖道中央審査会について (案内) 

 
 このことについて、下記のとおり実施いたします。 
つきましては、受審者を取りまとめのうえ申し込みをお願いします。 

  
記 

 
１ 主催等  (主催)広島県剣道連盟  (主管)広島市剣道連盟 

  
 
２ 日 時  【居合道】 

令和７年２月１１日 (火・祝)    午前 9：00～9：30 受付 
                  10：00 開会 

【杖道】 
令和７年２月１１日 (火・祝)     午前 10：30～11:00 受付 
                   11：30 開会予定 

 
※ 受付終了後の受審は出来ません。なお、杖道については、居合道の受審

者数により開始時間が早まる可能性がありますので早めに会場へ来る

こと。 

   
                                
３ 場 所  県立総合体育館 〒730-0011 広島県広島市中区基町４－１ 
                         ℡ 082-228-1111 
４ 受審段位 初段~五段 

 
５ 受審内容 ①実技審査 
       ②学科審査レポート提出（専用用紙配布） 



６ 受審資格 (1)広島県剣道連盟会員で令和６年度 入会金、会費の納入者であり、所属連

盟長の許可を得た者。 
              (2)全日本剣道連盟の段位を保有し、次の修業年限以上の者。 

 

段 位 修  業  年  限 

初 段 一級位受有後一か月以上経過し、審査当日満１３歳以上 

二 段 初段受有後一年以上修業した者 

三 段 二段受有後二年以上修業した者 

四 段 三段受有後三年以上修業した者 

五 段 四段受有後四年以上修業した者 

 
７ 講習会   広島市剣道連盟主管による講習会は行いません。広島県剣道連盟主催に

よる「居合道・杖道稽古会」で行いますので参加して下さい。 
        （１月２５日広島県立体育館で稽古会を行いますのでご参加ください） 
        日時・場所など詳細は、広島県剣道連盟ホームページでご確認下さい。 

 
８ 審査料    １道のみの金額です。 

段 位 初 段 二 段 三 段 四 段 五 段 

審査料 3,300 4,400 5,500 6,600 7,700 

 
９ 登録料     

段  位 初 段 二 段 三 段 四 段 五 段 

登 録 料 16,230 19,100 22,950 26,800 32,300 

70 歳以上 8,115 9,550 11,475 13,400 16,150 

 
※ 合格者は、発表終了後に振込書をお渡しいたしますので、期日までにお

振込みください。 
※ 登録料は、期日までに振込みがない場合は全日本剣道連盟に登録出来ま

せんので、不合格となります。 

 
１０ 申込方法 所定の申込書に必要事項を記入し、審査料等を添えて申込してください。 
       申込用紙は広島県剣道連盟のホームページからもダウンロードできます。

http://hirokenren.com/ 
       なお、審査料は口座振込みとします。(口座振込み書は審査申込書と一緒に

コピーを添付して下さい。) 

 
 
 



１１ 申込先  〒730-0052 広島市中区千田町二丁目 11-20  広島市剣道連盟 

                                                        ፥፦፧፨፩・FAX 082-249-3340 
 

・ 【振込口座】 ゆうちょ銀行 普通預金 
       口座  記号 １５１６０ 
           番号 １１５６０２０１ 
       口座名 広島市剣道連盟 

・ 申し込み後の返金は致しません。 
・ 利用明細書（コピー可）を必ず添付のこと 

 
１２ 申込〆切 令和７年１月２４日 (金) (広島市剣道連盟必着) 

 
１３ その他  (1) 所定の用紙に記入のうえ、所属連盟を通じて申し込みください。  

(自作の申込書での申し込みは、受理できません) 
(2) 全剣連番号は、必ず記入して下さい。 

        (3) 前段取得年月日は、必ず証書を確認して記入して下さい。 
        (4) 実技等の免除申請書は証明書を申込書に添付して下さい。 
          (添付のないものは無効とします。) 

 
以上 

 

 


